
令和６年から過去10年間では遭難者は増加傾向に
ありますが、本制度では登山やハイキング中など会員
の皆さまの様々な危険に備えられます。

団体割引30％が適用されます。団体割引は、前年度ご加入いただいた
被保険者の人数に従って割引率が適用されます。

保険料は30％の割引適用！

　　A25-101376　承認年月：2025年11月
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「登山・クライミングコース」から1つ、「ハイキング・トレランコース」

ケガをさせてしまったときなど

※警察庁生活安全局「令和６年における山岳遭難の概況等」より

2026年度web版
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前年度までご用意しておりました以下のタイプは廃止となりました。詳細は、各コースの説明をご確認ください。
「ハイキング・トレランコース」・・・Ⅵタイプ、TR1タイプ、TR2タイプ、TR5タイプ、TR6タイプ
「登山・クライミングコース」・・・1Lタイプ、1Nタイプ、1Oタイプ、Nタイプ、Oタイプ

※加入タイプによって補償内容が変わります

ケガで入院・通院
救助費用がかかったとき

登山・クライミングコース ハイキング・トレランコース スポーツクライミングコース

第 二 校 正

第 一 校 正

オペレータ

修 正 日 付

R07.11.28



Webトップページ掲載の「お知らせ」をご参照ください。

日山協山岳共済会の会員登録時に登録いただいたクレジットカードでのお支払い
となります（一時払）。詳細は、2026年度「日山協山岳共済会会員様限定　山岳
遭難・捜索保険」募集トップページの募集概要内、「払込方法」をご参照ください。

2026 2027

＜中途加入の補償期間について＞
中途加入の場合の補償開始日はWebトップページ掲載の「お知らせ」または2ページをご
参照ください。保険終期は2027年4月1日午後4時です。

Webトップページ掲載の「お知らせ」をご参照ください。
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500万円

300万円

ー

ー

ー

1億円

15,760円

100万円

100万円

ー

ー

ー

ー

4,290円

500万円

500万円

3,000円

〇

1,500円

1億円

33,610円

1E

500万円

300万円

2,000円

〇

1,000円

1億円

23,110円

1D

250万円

200万円

1,500円

〇

700円

1億円

15,450円

1C

100万円

100万円

1,000円

〇

500円

1億円

9,100円

1S

250万円

200万円

ー

ー

ー

1億円

10,150円

C

100万円

100万円

ー

ー

ー

1億円

5,420円

S D L

登 山 ・
クライミングコース

死亡・後遺障害・入通院・手術については、運動危険等補償特約（区分Ａ）がセットされるため、Ｐ13「補償対象外と
なる運動等」のうち、下表に記載された範囲の運動等を行っている間のケガの場合も、保険金をお支払いします。

遭難捜索費用（遭難時の費用）については、日本国内の山岳登はんのみが対象＊2となります。疾病が原因の遭難
の場合でもお支払対象となります。

死亡・後遺障害・入通院・手術における「山岳登はん」はＰ14「補償対象外となる運動等」の「山岳登はん」、遭難捜索
費用における「山岳登はん」とはＰ13「遭難捜索費用保険金」の「保険金をお支払いする場合（＊1）」をご覧ください。

42％～100％

傷害手術保険金は、入院中に受けた手術の場合は傷害入院保険金日額の10倍、入院中以外の手術の場合は傷害
入院保険金日額の5倍をお支払いします。

山岳登はん（標高６，０００ｍ以上の山への登頂を目的とした山岳登はん、および、標高６，０００ｍ以上
で山岳登はんをする場合を除きます。）

A
区分 対象となる運動等

山岳登はん＊1の行程中に遭難された場合の遭難捜索費用（注2）

登山・ロッククライミングする皆さまに必要な補償がセットされています。

（注1）

詳細はパンフレットのQ＆Aおよび（ご参考）遭難捜索費用保険金の考え方をご覧ください。

中途加入の詳細はパンフレットの募集要項　中途加入についてをご覧ください。

●保険金額および保険料が前年度から一部変更になっております。
●1Lタイプ、1Nタイプ、1Oタイプ、Nタイプ、Oタイプは廃止となりました。

10,150円
9,310円
8,460円
7,620円
6,770円
5,930円
5,090円
4,220円
3,380円

4,290円
3,940円
3,570円
3,230円
2,860円
2,510円
2,150円
1,790円
1,430円

15,760円
14,460円
13,140円
11,830円
10,500円
9,200円
7,890円
6,570円
5,260円

33,610円
30,830円
28,020円
25,230円
22,400円
19,620円
16,830円
14,010円
11,210円

1E
23,110円
21,210円
19,270円
17,350円
15,400円
13,500円
11,570円
9,640円
7,710円

1D
15,450円
14,170円
12,880円
11,600円
10,300円
9,020円
7,750円
6,430円
5,150円

1C
9,100円
8,360円
7,590円
6,850円
6,060円
5,320円
4,570円
3,800円
3,040円

1S
9,100円
8,360円
7,590円
6,850円
6,060円
5,320円
4,570円
3,800円
3,040円

1S C
5,420円
4,980円
4,510円
4,080円
3,610円
3,170円
2,720円
2,260円
1,810円

S D L

登山・クライミングコースの加入タイプ
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200万円

500万円

1,500円

〇

ー

1億円

3,460円

200万円

500万円

1,500円

〇

ー

ー

2,330円

400万円

1000万円

4,000円

〇

2,000円

1億円

11,690円 

Ⅶ

400万円

500万円

3,000円

〇

1,500円

１億円

9,420円

Ⅱ

200万円

500万円

2,000円

〇

1,000円

1億円

6,410円 

Ⅲ Ⅰ V

3,460円
3,180円
2,890円
2,610円
2,300円
2,020円
1,750円
1,450円
1,160円

2,330円
2,140円
1,950円
1,760円
1,550円
1,360円
1,180円
980円
780円

11,690円
10,720円
9,740円
8,780円
7,790円
6,830円
5,850円
4,870円
3,900円

Ⅶ
9,420円
8,650円
7,850円
7,080円
6,270円
5,500円
4,730円
3,940円
3,150円

Ⅱ
6,410円
5,900円
5,340円
4,820円
4,270円
3,750円
3,220円
2,680円
2,140円

Ⅲ Ⅰ V

救援者費用等

すべてのタイプに傷害事故による死亡・後遺障害、入院、手術と救援者費用
等の補償をセット

ケガによる通院を補償するタイプも選べます（コースによって異なります）

●死亡・後遺障害・入通院・手術については運動危険等補償特約（区分Ｅ）がセットされるため、Ｐ１4「補償対象外となる運動等」
の「山岳登はん」のうち、下表に記載された範囲の運動等を行っている間のケガの場合も、保険金をお支払いします。

●救援者費用については、Ｐ14「補償対象外となる運動等」を行っている間の事故や疾病により発生した費用は補償対象外
です。

人工壁におけるクライミング（注）
（注）人工壁におけるクライミング
安全確保のためのロープを使用するものに限ります。

Ｅ
区分 対象となる運動等

山岳登はんに該当しない登山とは・・「山岳登はん」に該当するかどうかは、その登山が特殊な技術と経験を要するものか
どうかにより判断します。たとえば、いわゆる軽アイゼン（夏山登山で雪渓を越えるための簡単なアイゼン）を装着するような
場合は、初心者でも可能な普通の登山と判断されます。

・（山岳登はん以外の）登山中にケガをして長期入院し、救援者費用等と入院・通院と合わせ
て約20万円のお支払い。

・（山岳登はん以外の）登山中にケガをした。救援者費用は発生しなかったが、その後に後遺
障害認定で100万円のお支払い。

42％～100％

傷害手術保険金は、入院中に受けた手術の場合は傷害入院保険金日額の10倍、入院中以外の手術の場合は傷害
入院保険金日額の5倍をお支払いします。

お支払い対象外となります。（登山・クライミングコースへご加入ください）

パンフレットのQ＆Aもご参照ください。

●保険金額および保険料が前年度から一部変更になっております。
●Ⅵタイプ、TR1タイプ、TR2タイプ、TR5タイプ、TR6タイプは廃止となりました。

中途加入の詳細はパンフレットの募集要項　中途加入についてをご覧ください。

ハイキング・
トレランコース

ハイキング・トレランコースの加入タイプ
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CL3CL1
200万円
300万円
2,000円
〇

1,000円
1億円
6,290円

200万円
300万円
2,000円
〇

1,000円
ー

5,160円

CL２
200万円
300万円
3,000円
〇

2,000円
1億円
9,580円

5,160円
4,750円
4,300円
3,880円
3,440円
3,020円
2,590円
2,160円
1,720円

9,580円
8,810円
7,980円
7,210円
6,380円
5,610円
4,800円
4,010円
3,200円

CL２
6,290円
5,790円
5,240円
4,730円
4,190円
3,680円
3,160円
2,630円
2,100円

CL1 CL3

救援者費用等

スポーツクライミングコースは、ハイキング・トレランコースの保険金額を
スポーツクライミング愛好の方向けに変更したものです。
補償についてのご説明はP5をご覧ください。

42％～100％

登山・クライミングコースとハイキング・トレランコース、スポーツクライミングコースとの違いは
なんですか？（傷害保険金）

病気（既往症）が原因で緊急に遭難・遭難活動が必要になった場合、遭難捜索費用と救援者費用等は

登山・クライミングコースは、ピッケル、アイゼン、ロープ（ザイル）等の登山用具を使用する登山やロック
クライミング中の事故も対象としています。ハイキング・トレランコース、スポーツクライミングコースは
これらの登山用具を使用しない登山、人工壁におけるクライミング中の事故を対象としています。
各コースにおける対象となる事故の範囲の詳細はパンフレットの登山・クライミングコース、ハイキング・
トレランコース、スポーツクライミングコースをご覧ください。

登山・クライミングコース
の遭難捜索費用

ハイキング・トレランコース
の救援者費用等

夏山の軽アイゼンの使用はハイキング・トレランコースで対応が可能です。

熱中症により死亡や後遺障害、入通院をした場合は補償の対象となりますか？

熱中症危険補償特約がついておりますので、傷害死亡・後遺障害保険金、傷害手術保険金、傷害通院
保険金がお支払いの対象となります。（※加入タイプによって補償内容が異なります）

雪山には行きませんが夏山の雪渓を越える際に軽アイゼンを使用します。ハイキング・トレランコース
では補償の対象となりますか？

熱中症危険補償特約では傷害保険金は補償の対象となりますが、ハイキング・トレランコースの救援者
費用は対象外となります。登山・クライミングコースの遭難捜索費用では疾病原因による救助費用も
補償の対象となります。

天災危険補償特約では傷害保険金は補償の対象となりますが、ハイキング・トレランコースの
救援者費用は対象外となります。登山・クライミングコースの遭難捜索費用では噴火による救助
費用も補償の対象となります。

疾病が原因で事故が発生したときは、救援者費用等は対象外となります。

中途加入の詳細はパンフレットの募集要項　中途加入についてをご覧ください。

Q1.

A1.

Q2.

A2.

Q3.
A3.

Q4.
A4.

Q5.

A5.

Q6.
A6.

Q7.

A7.

Q8.

A8.

スポーツクライミングコース
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傷害手術保険金は、入院中に受けた手術の場合は傷害入院保険金日額の10倍、入院中以外の手術の場合は傷害入院保険金日額の
5倍をお支払いします。
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（捜索救助費用）

捜索救助費用は遭難した救援対象者を捜索する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した方からの
請求に基づいて支払った費用をいい、社会通念上妥当な部分について保険金をお支払いします。

「捜索救助費用」の範囲

ことを意味するものです。従って、山岳登はんの行程中の事故でも、転倒による捻挫等のケガ、腹痛等と
同程度のものはこの特約で定める遭難とはみなしません。病気、ケガ等により、登山続行不能となった場
合は、遭難捜索対象者の自力または同行したグループのみの力によって下山し得るならば遭難とは考えま
せんが、事故の結果下山が遅れ、救助活動を必要としたような場合には、事故の状況、形態、場所、時間
的経過等を踏まえ、社会通念上の観点から遭難と判断されるものは対象とします。

遭難捜索対象者が日本国内での山岳登はん（ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具の使用有無を問わず、

必要または有益な費用のうち、捜索者（警察官、自治体等）からの請求に基づき、被保険者（遭難捜索対象者が
死亡した場合は法定相続人のうち、その費用を負担した方、法定相続人がいない場合は、その方に代って捜索費用を
負担した方）が支払った捜索費用を遭難捜索費用保険金額を限度としてお支払いします。

山岳登はん中に、肺炎などご病気が原因で遭難・死亡した場合は、傷害死亡保険金はお支払いできません
が、その捜索救助活動に要した必要または有益な費用は、遭難捜索費用保険金として、お支払いします。

「捜索者」とは「遭難捜索対象者の捜索活動に従事した者」と規定されています。具体的には、遭難捜索対象
者の捜索、救助、移送等の捜索活動に従事した者をいい、必ずしも遭難捜索対象者、保険契約者または遭難捜
索対象者の親族から捜索活動を直接依頼された者のみに限定されません。

Ｐ１３遭難捜索費用保険金「保険金のお支払額」に規定されているとおり、捜索者に対し、捜索に要した必要
または有益な費用のうち、捜索者からの請求に基づき被保険者が負担した費用をいいます。お支払いする費用
の例示は下記の通りです。
【被保険者が負担した費用の例示】
●捜索者の日当、報酬、手当、食費、宿泊費、交通費
●遭難捜索対象者の捜索活動の過程において応急手当のために要した医療費
●遭難捜索対象者の捜索活動のために必要とした通信費、器材費、消耗品費
●遭難捜索対象者の捜索活動のために必要とした移送費（ヘリコプター使用料等）

登山・クライミングコース ・

捜索に要した

遭難捜索対象者の所属する山岳会またはその他の山岳会 救援者の現地への１往復分の交通費（救援者２名分まで）
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42％～100％

登
山・ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
コ
ー
ス

傷害通院の日数には、
通院されない場合で、
所定の部位※を固定する
ためにギプス等※を常時
装着したときには、その
装着日数を含みます。
ただし、医師※の指示に
よる固定（＊）であること、
かつ、診断書、診療報
酬明細書等から所定の
部位をギプス等の装着に
より固定していることが
確認できる場合に限り
ます。

（＊）診断書または医師の意見
書に固定に関する記載
がある場合に限ります。

登
山・ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
コ
ー
ス

被保険者
が法律上の損害賠償責任を負担されな
い場合、損害賠償請求権者が同意され
ない場合、被保険者が負担する法律上
の損害賠償責任の額が日常生活賠償保
険金額を明らかに超える場合、正当な
理由なく被保険者が協力を拒んだ場
合、損害賠償請求に関する訴訟が日本
国外の裁判所に提起された場合には
示談交渉を行うことができませんので
ご注意ください。

責任（ただし、被保険者が家事使用人
として使用する者に対する損害賠償
責任の場合は、保険金をお支払いし
ます。）

に起因する損害賠償責任（ただし、ゴ
ルフ場敷地内におけるゴルフカートの
所有、使用、または管理に起因する損害
賠償責任の場合は、保険金をお支払い
します。）

別記の「補償対象外となる運動
等」を行っている間のケガ
（運動危険等補償特約がセット
されているため、コースのタイ
プに応じた特約に記載の運動等
を行っている間のケガは、補償
対象となります。詳細は別記を
ご覧ください。）
別記の「補償対象外となる職
業」に従事中のケガ

用語については、別記の

飲酒運
登 

山
・
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
コ
ー
ス

1事故に基づく傷害入院について、傷害入院
保険金を支払うべき日数の合計が支払限
度日数※（180日）に到達した日の翌日以降の
傷害入院の日数
傷害入院保険金をお支払いする期間中にさら
に傷害入院保険金の「保険金をお支払いする
場合」に該当するケガ※ を被った場合は、傷害
入院保険金を重ねてはお支払いしません。

同一の日に複数回の手術を受けた場合
傷害手術保険金の額の高いいずれか１つの
手術についてのみ保険金をお支払いします。

医科診療報酬点数表に手術料が１日につき算定さ
れるものとして定められている手術に該当する場合
その手術の開始日についてのみ手術を受けたもの
とします。
医科診療報酬点数表において、一連の治療※
過程で複数回実施しても手術料が１回のみ算
定されるものとして定められている区分番号
に該当する手術について、被保険者が同一の
区分番号に該当する手術を複数回受けた場合
その手術に対して傷害手術保険金が支払われ
ることとなった直前の手術を受けた日から
その日を含めて１４日以内に受けた手術に
対しては、保険金をお支払いしません。

（注 1）傷害死亡保険金受取人（定めなかった場合は被保
険者の法定相続人）にお支払いします。

（42％～100％）

傷害後遺障害等級第１～７級限定補償特約が
セットされているため、被保険者に後遺障害等
級の第７級に掲げる保険金支払割合（４２％）以
上の割合で、保険金が支払われるべき後遺障
害が発生した場合のみ、傷害後遺障害保険金
をお支払いします。同一の部位に後遺障害を
加重された場合は、既にあった後遺障害に対す
る保険金支払割合を控除し、控除後の保険金
支払割合が、後遺障害等級第７級に掲げる
保険金支払割合（４２％）以上の場合のみ傷害
後遺障害保険金をお支払いします。

既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある
場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既に
お支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し
引いた額をお支払いします。

政府労災保険に準じた等級区分ごとに定めら
れた保険金支払割合で、傷害後遺障害保険
金をお支払いします。
被保険者が事故の発生の日からその日を含め
て180日を超えてなお治療※を要する状態に
ある場合は、引受保険会社は、事故の発生の
日からその日を含めて 181日目における医師※
の診断に基づき後遺障害※の程度を認定して、
傷害後遺障害保険金をお支払いします。

既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある
場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既
にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差
し引いた額が限度となります。また、保険期間
を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、
傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
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補償対象となる運動等は以下のとおりです。
登山・クライミングコースの場合：区分Ａ
山岳登はん（標高６，０００ｍ以上の山への登頂を目的とした山岳
登はん、および、標高６，０００ｍ以上で山岳登はんをする場合を
除きます。）

ハイキング・トレランコース、スポーツクライミングコースの場合：区分Ｅ
人工壁におけるクライミング（注）
（注）人工壁におけるクライミングは安全確保のためのロープを使用

するものに限ります。

「飲酒運転」とは、道路交通法第６５条（酒気帯び運転等の禁止）第１
項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。
「オンライン診療」とは、医師と患者の間において、情報通信機器を通
して患者の診察および診断を行い、診断結果の伝達、処方等の診療
行為をリアルタイムにより行うことをいいます。ただし、リアルタイムの視
覚および聴覚の情報を含む情報通信手段による場合に限ります。なお、
電話診療は含みません。

「遭難捜索対象者」とは、加入者証等記載の被保険者をいいます。

「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診、訪問診療もし
くはオンライン診療※により、治療※を受けることをいいます。ただし、
治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領、医療相談等の
ためのものまたは医師等による受診勧奨は含みません。

「ギプス等」とは、ギプス（キャスト）、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、
副子（シーネ、スプリント）固定、創外固定器、ＰＴＢキャスト、ＰＴＢ
ブレース（下腿骨骨折後に装着したものにつき、骨癒合に至るまでの
医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。）、
線副子等（上下顎を一体的に固定した場合に限ります。）およびハロー
ベストをいいます。

「所定の部位」とは、次のいずれかの部位（指、顔面等は含まれません。）
をいいます。
・長管骨（上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。
以下同様とします。）または脊柱
・長管骨に接続する３大関節部分（肩関節、肘関節、手関節、股関節、
膝関節および足関節をいいます。）。
・肋骨または胸骨（鎖骨、肩甲骨は含まれません。）。ただし、体幹部を
固定した場合に限ります。
・顎骨または顎関節。ただし、線副子等で上下顎を一体的に固定した
場合に限ります。

また疾病手術保険金補償については鼻焼灼術（鼻粘膜、下甲介粘膜）
を除きます。

日本国内において山岳登はん（＊1）の行程
中に遭難捜索対象者※が次のいずれかに
該当したことにより、被保険者（＊2）が捜索
費用を負担された場合

「山岳登はん」は、この特約においては
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等
の登山用具の使用有無を問いませ
ん。また、ロッククライミング、フリークラ
イミングを含みます。
「被保険者」とは、この特約により補償
を受ける方で、遭難捜索対象者をい
います。ただし、遭難捜索対象者が死
亡して発見された場合または捜索費
用を捜索者※に支払う前に死亡された
場合は、遭難捜索対象者の法定相続
人のうちその費用を負担した方をいい
ます。

（＊1）

（＊2）

お支払いする場合」に該当した場合は
20万円が限度となり、日本国内で左記
「保険金をお支払いする場合」に該当し
た場合は３万円が限度となります。

別記の「補償対象外となる運動
等」を行っている間の事故によ
り発生した費用

たケガによって発生した場合に
は、保険金をお支払いします。）
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飲酒

飲酒

＜救援者費用等＞ 被保険者が負担された
次のア～オの費用のうち社会通念上妥当な
金額をいいます。
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（法定相続人以外の方に定める場合には別途代理店・扱者または引受
保険会社までご連絡ください。）

日本国内において発生した、日常生活賠償特約の対象となる賠償事故
について被保険者のお申出により、引受保険会社は原則として被保険
者のために示談交渉をお引受けいたします。なお、示談交渉をお引受
けした場合でも、話合いでの解決が困難な場合等、引受保険会社は必
要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することが
あります。また、日本国内において発生した賠償事故で保険金をお支
払いする場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ
直接請求することもできます。

次の場合には、引受保険会社は相手の方との示談交渉を行うことが
できませんので、ご注意ください。なお、その場合でも、円満な解決に
向けたご相談に応じます。

戸籍謄本　等）

入力画面の被保険者ご本人欄に入力の方をいいます。

入力

入力画面への入力の漏れ・誤りがないかご確認ください。

内容をよくご確認いただき、入力画面に正しくご入力いただきますようお願い申し上げます。
入力の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは再入力をお願いいたします。

・ 入力画面の「生年月日」または「年令」欄、「性別」欄は正しくご入力いただいていますか？
「年令」欄は保険始期日時点での満年令をご入力ください。
＊ご入力いただいた年令と生年月日から算出した年令が異なる場合には、生年月日から算出したものを年令として取扱うことが
あります。

・ 入力画面の「他の保険契約等」欄は正しくご入力されていますか？

３．次に該当する場合には入力画面へのご入力が必要ですのでご確認ください。

この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS＆
ADインシュアランス グループのそれぞれの会社（海外にあるものを含む）が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保
険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報（要配慮個人情報を含む）の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と
認められる範囲に限定します。
また、引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を利用目的の達成に必要な範囲内で、保険契約者、業務委託先（保険代理店を含む）、
保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等（いずれも海外にあるものを含む）に提供することがあります。ただし、加入者の
保険金請求状況や病名を含む事故その他センシティブ情報は、以下の目的の範囲で保険契約者、保険代理店および扱者（募集人）に提供します。
①契約の安定的な運用に向けた事故発生状況の詳細な分析のため
②継続契約における加入可否および補償内容の変更の検討のため
③本保険制度の募集文書に掲載する事故事例の参考とするため
④その他、上記①～③に準じて契約の安定的な供給を維持するため
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ご加入を中途で脱退（解約）される場合は、ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
・脱退（解約）日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れ
い金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
・始期日から脱退（解約）日までの期間に応じて払込みいただくべき
保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
ただし本団体制度は中途解約のご対応が原則できかねますの
で、ご留意ください。
※18ページの（２）その他の注意事項４つ目の■に該当する場合は解約
を求めることができます。

始期日 満期日解約日

未経過期間

万一、事故が起こった場合は

保険期間

保険料は、パンフレット記載の方法により払込みください。パンフレット記載
の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支
払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことが
あります。

保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険
約款・特約に基づきます。
① 保険金をお支払いする場合（支払事由）と保険金のお支払額
パンフレットをご参照ください。

② 保険金をお支払いしない主な場合（主な免責事由）
パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保
険金を支払わない場合」の項目に記載されております。

パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約
に基づきます。

パンフレットをご参照ください。なお、保険金を支払わない場
合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」
の項目に記載されておりますのでご確認ください。

ご加入の脱退（解約）に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち
未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。始期日
から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況に
より追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかか
わらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。ただ
し本団体制度は中途解約のご対応が原則できかねますので、ご留意く
ださい。
※18ページの（２）その他の注意事項４つ目の■に該当する場合は解約を
求めることができます。

お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、パンフレットの
保険金額欄および入力画面、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
ご加入いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。

傷害死亡保険金は、特に傷害死亡保険金受取人
を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人
にお支払いします。なお、法定相続人とは民法で
定められた被相続人の財産を相続できる人をいい、
法律上の婚姻関係にない配偶者を含みません。

始期日の午後 4時（新規加入の方は午前 0時）に補償を開始します。保
険料は、パンフレット記載の方法により払込みください。パンフレット記載
の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まっ
た後であっても、保険金をお支払いしません。

パンフレットをご参照ください。

パンフレットをご参照ください。

パンフレットをご参照ください。

日常生活賠償（受託物賠償追加型）特約
火災保険
日常生活賠償特約

この保険の保険期間は、１年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険
期間については、入力画面の保険期間欄にてご確認ください。

(＊１)入力画面の被保険者ご本人欄入力の方をいいます。

保険料は保険金額・保険期間等によって決定されます。お客さまが実際
にご加入いただく保険料につきましては入力画面の保険料欄にてご確
認ください。

■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が
告知を求めるもので、入力画面に入力された内容のうち、
「※」印がついている項目のことです。この項目について、故

意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項
が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いで
きないことがあります。入力画面の入力内容を必ずご確認くだ
さい。

■同種の危険を補償する他の保険契約等（＊）で、過去3年以内に
合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある
場合は、入力画面の保険金請求歴欄にその内容を必ず入力して
ください。
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